
患者様・ご家族様へ                     

感染対策に係るお願い 

 当院では、患者様・ご家族様が安心して入院生活が送れるよう、インフルエンザ等の

感染症の院内拡大を予防するための対策として、市中および院内でのインフルエンザ等

の感染症発生状況を確認したうえ、下枠のような段階に応じて面会制限および外出・外

泊の制限を行わせていただく場合があります。ご協力の程よろしくお願い致します。 

尚、11～3月までは感染症の流行期と考え、小学生以下の面会をお断りさせていただき

ます。また、面会の際はマスクの着用および面会前後に院内設置の消毒薬で手指の消毒

を行うようお願いします。 

【 段階 １ ： 季節的流行期 （ １１～３月 ） 】 
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【 段階 ２ ： 市中で流行を感知した場合 】 
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【 段階 ３：入院患者から発生またはインフルエンザ注意報レベルとなった場合 】 
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【 段階 ４ ： インフルエンザが院内で拡大を認めた場合 】 
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☆ 面会制限となる場合は、入院を申し込まれた第一連絡先にご連絡いたします。 

☆ 外泊・外出に関しては、病棟看護師までご確認下さい。 

☆ 年末年始に外泊・外出の制限がかかる場合がありますが、ご理解の程 

よろしくお願いします。 
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